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Customs Alert 

タイへの輸入に係る FTA の利用に関する関

税のアップデート 

 

 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

はじめに 

 

2021 年末において、タイ歳入局は、タイへの輸入に係る自由貿易協定（以下

「FTA」）の活用に関するルールを更新するため、多くの税関通達を発表しま

した。 関連する FTA は、ASEAN 物品貿易協定（以下「ATIGA」）、ASEAN-

中国 FTA、ASEAN-韓国 FTA、ASEAN-インド FTA、日本 ASEAN 包括的経済

連携（以下「AJCEP」）、ASEAN-オーストラリア-ニュージーランド FTA、

ASEAN-香港 FTA、日タイ EPA、タイ-インド FTA、タイ-オーストラリア

FTA、タイ-ニュージーランドFTA、タイ-チリFTA、タイ-ペルーFTA、地域包

括的経済連携（以下「RCEP」）となります。 

 

その概要は、以下のとおりです。 

 

概要 

 

HS2022の導入 

HS2022 の導入に伴い、従前の HS を使っている既存の FTA における HS コー

ドの中には変更が生じているものが存在します。FTA で合意された（旧）HS

コードを引き続き原産地証明書に表示する必要がある一方で、タイ税関は輸入

者に対して HS2022 に基づく（新）HS コードを輸入申告書に記載するよう求

めています。このため、タイ税関は各 FTA に係る税関通達において、輸入者

が FTA に基づく（旧）HS コードを HS2022 に基づく HS コードに置き換える

のをサポートするための対応表を用意しています。 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-customs-alert-fta-jan-2022-eng.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


以下において、各 FTAで引き続き使用される旧HSで、税関がHS2022 への対

応表を作成しているものをリストにしています。実務的には、同一品目につい

て、原産地証明書には旧 HS コードを、輸入申告書には新 HS コードを記載す

ることとなる可能性があります。 

        
FTA 原産地証明書の HS コード 

ATIGA (Form D) AHTN 2017 

ASEAN – China (Form E) HS 2017 

ASEAN – Korea (Form AK) HS 2017 

ASEAN – India (Form AI) HS 2002 

ASEAN – Japan (Form AJ) HS 2002 

ASEAN – Australia – New Zealand (Form AANZ) HS 2017 

ASEAN – Hong Kong (Form AHK) HS 2012 

RCEP (Form RCEP) HS 2012 

Thai – Japan (JTEPA) HS 2017 

Thai – India (Form FTA) HS 2002 

Thai – Australia (Form FTA) HS 2002 

Thai – New Zealand (Form C/O) HS 2002 

Thai – Chile (Form TC) HS 2012 

Thai – Peru (Form TP) HS 2007 

 
 

輸入申告における「原産地基準」の表示 

新たに発行されたFTA税関通達により、FTA特典を適用するタイの輸入者は、

（FTA における原産地証明書での表示に加えて）輸入申告書の「原産地基準」

欄に対象品目の該当する「原産地基準」（WO、PE、RVC xx％、CTH、PSR

など）を表示することが求められるようになりました。輸入者は、E-Customs

システムにおいて輸入申告書の 64 欄に原産地基準を記載することができるよ

うになる予定です。今後、FTA の特典を利用する場合において輸入申告書に原

産地基準を記載しないと、税関による問い合わせや調査が厳しくなる可能性が

考えられます。 

 

新しい規則に従い、輸入者は、適用する FTA に係る税関通達の規定どおりに

原産地基準を原産地証明書及び輸入申告書に正確に記載することも必要になり

ます。新たに発行された FTA 税関通達は、原産地証明書に原産地基準が記載

されていない場合や、記載誤りがあった場合に、これを関税特典の否認につな

がる明確な違反として取り扱う点で、従前の通達よりさらに進んでいます。 

 

原産地証明書やその他の税関関連書類が税関規則に準拠していないことが判明

した場合、税関は FTA の関税特典を否認することができ、輸入者に関税に係

る脱税の罪を問う可能性があります。 

 

今後の対応 

 

原産地証明書や輸入申告書の誤りによる、FTA の特典の否認や、タイ税関から

罰金を課される可能性を軽減するため、輸入者は新しい FTA 税関通達を十分

に確認し、関連要件や手続を把握することが推奨されます。 

 



輸入者は、輸出国での証明書発行時に必要な要件が満たされていることを確認

するために、FTA 要件に関して海外のサプライヤーと連携する必要がありま

す。 

 

詳細な情報やサポートについては、デロイトの関税チームまでお問い合わせく

ださい。 
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